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情報通信審議会 情報通信技術分科会（第１８７回）議事録 

 

１ 日時 令和７年６月４日（水）１０：３０～１１：０３ 

 

２ 場所 Ｗｅｂ会議による開催 

 

３ 出席者 

（１）委員（敬称略） 

高田 潤一（分科会長）、長谷山 美紀（分科会長代理）、石井 夏生利、 

伊丹 誠、今井 朝子、江﨑 浩、大柴 小枝子、加藤 寧、高橋 利枝、 

丹 康雄、藤井 威生、増田 悦子（以上 12名） 

 

（２）専門委員（敬称略） 

森川 博之（以上１名） 

（３）総務省 

＜総合通信基盤局＞ 

 五十嵐 大和（電気通信事業部 電気通信技術システム課長） 

柴田 輝之（電気通信事業部 電気通信技術システム課 企画官） 

＜国際戦略局＞ 

松井 正幸（技術政策課長） 

内田 雄一郎（技術政策課 企画官） 

（４）事務局 

  片山 寅真（情報流通行政局情報通信政策課総合通信管理室長） 

 

４ 議 題 

（１）議決案件 

「新たな情報通信技術戦略の在り方」に対する第 5次中間報告書について 

 【平成 26年 12月 18日付け諮問第 22号】 

（２）報告案件 

「端末機器の技術基準等への適合性に係るセキュリティ基準の見直し」の

検討開始について       【平成 17年 10月 31日付け諮問第

2020号】 
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開  会 

 

○高田分科会長  ただいまから情報通信審議会第１８７回情報通信技術分科会を開催い

たします。 

 本日は、Ｗｅｂ会議にて会議を開催しており、現時点で委員１４名中１２名が御出席で、

定足数を満たしております。 それでは、お手元の議事次第に従いまして、議事を進めて

まいります。本日の議題は、議決案件１件、報告案件１件でございます。 

 

議  題 

 

（１）議決案件 

「新たな情報通信技術戦略の在り方」に対する第５次中間報告について 

【平成２６年１２月１８日付け諮問第２２号】 

 

○高田分科会長  それでは、初めに、「新たな情報通信技術戦略の在り方」に対する第５

次中間報告書について、森川主査代理、総務省から御説明をお願いいたします。 

○森川主査代理  本日は主査の相田先生が、御都合が悪いということですので、私から御

説明させていただきます。 

 本件は昨年の１０月１０日の第１８２回の情報通信技術分科会において、諮問第２２

号「新たな情報通信技術戦略の在り方」について、技術戦略委員会における検討の再開を

報告したものになります。その後、技術戦略委員会を本年の３月まで６回開催し、４月３

日から５月７日まで意見募集を行った結果を踏まえて、このたび第５次中間報告書を取

りまとめました。 

 １ページ目は、本報告書の全体概要になります。委員会では、第４次中間答申、これは

令和２年です、以降の社会の変化、あるいは近年の技術動向等について、ＮＩＣＴ、有識

者、民間企業など９名の方々からヒアリングを行いました。その結果を踏まえて、これか

らの次期中長期（令和８年から令和１２年度）においてＮＩＣＴに期待する役割とミッシ

ョンを提示するとともに、研究開発等を通じて貢献すべき目標を設定しました。 

 その上で、我が国の重要政策の実現に不可欠な技術領域という観点から、戦略領域を特

定しました。また、我が国の社会を支える情報通信分野の基礎的・基盤的な技術という観

点から、重点分野を特定いたしました。ＮＩＣＴの社会実装機能・外部連携機能等の強化

の方向性を取りまとめております。この中で、特に社会実装機能・外部連携機能等につい

ては、技術戦略委員会の下に社会実装加速化ワーキンググループを設置し、集中的に御議

論いただきました。詳細については、次のページ以降で説明いたします。 
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 次のページは、報告書の構成になります。 

 ４ページ目になります。こちらは、第４次中間答申以降の社会情勢の変化と今後の見通

しのスライドです。この４年間の変化として、人手不足の進展、インバウンドの拡大、エ

ネルギー消費の増大、自然災害の激甚化、サイバー空間上のリスクの増大の５つを挙げて

います。こうした社会情勢の変化を踏まえ、２０３０年代の社会を構想しています。 

 ５ページ目になります。こちらは、戦略領域の近年の技術動向ということで、今期、第

５期の中長期目標において戦略領域とされている４つの技術領域について、近年の動向

を整理しています。ＡＩ、サイバーセキュリティ、こちらの２つは社会的重要性がますま

す増大していると思っておりますし、あとは、Ｂｅｙｏｎｄ５Ｇと量子情報通信に関して

は、社会実装に向けて重要な局面を迎えていると考えております。 

 少し飛んで１０ページ目になります。こちらは、ヒアリング等を通じまして民間企業等

から示されたＮＩＣＴへの期待と、社会情勢の変化等に伴う国立研究開発法人の役割の

変化等を踏まえてのＮＩＣＴに期待するミッションを提示したスライドです。 

 １つ目が、国際競争力の強化や経済安全保障の確保等をはじめとした我が国の重要政

策の実現への貢献、２つ目が、民間投資や人材育成を活性化するための触媒となる産学官

連携の中核・連結点としての役割、３つ目が、民間企業等におけるイノベーションを支援

する機能の充実と強化、そして、４つ目が、機構法に基づく社会経済活動を根底から支え

ている重要業務の継続的かつ安定的な実施としています。 

 １２ページになります。こちらは、戦略的に推進すべき技術領域の説明スライドになっ

ておりますけれども、４つ挙げております。ＡＩ・コミュニケーションとＢｅｙｏｎｄ５

Ｇと量子情報通信とサイバーセキュリティ。いずれも今期からの引き続きとなりますが、

社会情勢の今後の見通しや近年の技術動向に鑑みると、国際競争力の強化や経済安全保

障の確保をはじめとした我が国の重要政策の実現に当たって不可欠な技術であると考え

ています。ＮＩＣＴが、民間投資や人材育成を活性化するための触媒として、産学官連携

の中核・連結点としての役割を果たすべきとしています。 

 １３ページと、続く１４ページでは、各戦略領域における取組の方向性を整理していま

す。代表的なものだけをピックアップしますと、ＡＩ・コミュニケーションでは、高品質

な日本語データをＮＩＣＴで継続的に蓄積し、信頼性のあるＡＩ開発力を強化する、下側

のＢｅｙｏｎｄ５Ｇに関しては、テストベッドの機能を拡張し、イノベーションハブとし

て民間企業等に提供するとしています。 

 １４ページになります。量子情報通信では、多様なユースケースを検証し、社会実装に

向けた取組を加速させるため、東京ＱＫＤネットワークを高度化・拡充する、最後のサイ

バーセキュリティでは、一次データ収集能力の強化や人材を含めた体制整備を推進する

としております。 

 １５ページになります。重点的に推進すべき基礎的・基盤的研究開発分野等に関するス

ライドですけれども、５つ挙げています。電磁波先進技術、革新的ネットワーク、サイバ
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ーセキュリティ、ユニバーサルコミュニケーション、フロンティアサイエンスの５つです。

いずれもＩＣＴを専門とする我が国唯一の国立研究開発法人として蓄積された技術力や

知見・経験等を最大限活用できる分野であり、中長期的な視点に立って研究開発等に取り

組むことにより、２０３０年代に目指すべき社会像の実現に貢献すべきとしています。 

 １６ページになります。こちらが、各重点分野において貢献目標に資する技術として、

特に重点的に取り組むべき課題を整理したものとなっております。 

 １８ページになります。ＮＩＣＴの研究開発成果を民間企業や大学等に橋渡しするた

めの機能を社会実装機能、ＮＩＣＴが有する施設、設備や蓄積された知見等を活用して民

間企業等におけるイノベーションを促進するための機能を外部連携機能、そういうふう

に整理して検討を行いました。その上で、ＮＩＣＴの次期中長期に向けた機能強化の方向

性を６本の柱としてまとめております。 

 １９ページが１つ目の柱です。こちらは、我が国発の技術の社会実装を促進するための

イノベーションハブ機能の強化です。使いたいテストベッドの整備、ＮＩＣＴが有する施

設・設備や蓄積された知見等のより一層の有効活用、そして、ＧＰＡＩ東京専門家支援セ

ンターの運営を挙げています。 

 ２０ページになります。こちらは２つ目の柱になります。ＮＩＣＴの研究資金配分機関

としての機能強化です。社会実装・海外展開を目指した戦略的投資を推進するプロモータ

ーとなり、いわゆる目利き人材の確保・活用とともに、研究者や企業等との対話を通じて、

市場や技術の動向、社会ニーズを踏まえた課題・テーマ設定を行うことで、社会実装に向

けた研究開発を推進すべきとしています。 

 ２１ページが３つ目の柱になります。ＮＩＣＴにおける研究開発成果の社会実装推進

体制の強化です。ＮＩＣＴの技術シーズと外部のニーズの橋渡し機能の強化、大学・企業

等外部機関との連携の推進を挙げています。 

 ２２ページになります。こちらが４つめの柱になります。ＮＩＣＴにおける人材の育

成・確保です。新技術に対応した研究人材の育成・確保、あとは、技術移転等に関する専

門人材の確保・活用を掲げています。 

 ２３ページが５つ目の柱です。戦略的な標準化活動の推進です。ＮＩＣＴが我が国の標

準化活動を引き続き牽引していくべき、そして、標準化自体を目的化するのではなく、ビ

ジネス化・収益化も意識した戦略を検討することが必要としています。 

 ２４ページになります。こちらが、最後の６つ目の柱になります。スタートアップ支援

の推進です。ＮＩＣＴの研究開発成果を活用するスタートアップの支援、そして、地域発

ＩＣＴスタートアップの支援を掲げています。 

 以上、私からの報告とさせていただきます。ありがとうございます。 

○高田分科会長  御説明どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいまの御説明について、御意見、御質問がございましたら、チャット機

能にてお申出ください。今井委員、お願いします。 
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○今井委員   今、高校におりますが、ＡＩの授業をしております。そこで気がついたの

は、多くの教材、あるいは個別最適化のための多くのインフラが英語でしか提供されてお

らず、展開できないという大きな問題がございまして、どこかが主導して積極的に日本語

のバージョンを作っていかないと、人材の育成がなかなか難しいと感じています。今現在

は、英語ができる人はどんどん新しいものを使えるけれども、英語が苦手な人はＡＩも活

用できないという状態になっているので、どこがこれのキャッチアップを主導していく

のかということを教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。 

○高田分科会長  森川主査代理、御回答をお願いできますか。あるいは総務省からお願い

します。 

○森川主査代理  今井委員、ありがとうございます。とても重要な御指摘だと思います。

今回の議論では、このような視点では議論はしておりませんでした。技術戦略委員会とし

ては議論しておりませんが、非常に重要です。一つ、技術戦略委員会と関係するところと

しては、翻訳のソフトウエアというか、翻訳の精度がどんどん上がっていく、そういった

技術開発というのはやはり重要だろうと思っています。 

 それ以外の施策に関しては、おそらく総務省が、やはりまた技術開発とは別の視点で行

うのがよいかと思いましたので、事務局からもお願いします。 

○松井技術政策課長  総務省の国際戦略局技術政策課の松井です。本日はありがとうご

ざいます。また、御質問いただきありがとうございます。 

 御質問につきましては、ＡＩ全体を社会全体で活用していくということは、関係府省連

携して、ちょうどＡＩ法も成立しましたので、こうした制度の中で、しっかりと総務省も

進めていくことだと思っております。特に英語のみでの提供ということについては、今回、

ＮＩＣＴでも日本語データをＡＩの開発の中でしっかりと活用いただくということを進

めるとともに、日本の文化とか歴史とか、そういったものをしっかりと反映しているもの

というところを能動的評価基盤ということで、そういったところもしっかりと評価でき

るような仕組みをつくることで、日本語によるＡＩの開発環境というのをさらに支援し

ていくということが、ＮＩＣＴの役割としても今回、御議論いただいたところでございま

す。 

 さらに、森川主査代理からございました翻訳の技術、ＡＩ・コミュニケーション技術と

いう中で、ＮＩＣＴがここをさらに支援することで、英語のみで提供されているそういっ

たコンテンツ、またＡＩの活用というところでも、日本語ベースのものというのがもっと

社会に実装されるといったことをＮＩＣＴも取り組んでいただきますし、総務省として

もそういった取組をさらに支援していきたいと考えてございます。 

○高田分科会長  今井委員、よろしいでしょうか。 

○今井委員  ありがとうございます。恐らく従来型の研究のようにレベルアップして完

全になってから出していくと、どんどん遅れていってしまうので、過程、途中からもうユ

ーザーに入ってもらって、使いながら改善していくほうに切り替えていかないと、恐らく
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間に合わないというスピードで、今、海外からどんどんアプリが入ってきています。とて

も使いやすいものが多いので、ぜひその辺のキャッチアップの方法も検討いただければ

と思います。よろしくお願いします。 

○松井技術政策課長  承知しました。 

○高田分科会長  どうもありがとうございました。江﨑委員、お願いします。  

○江﨑委員  標準化のところでまず１点ですけれども、これ、国際標準化としか書かれて

いなくて、これは、ＮＩＣＴとしてはデファクトスタンダードはやらないというふうに取

られてしまうのではないかなという心配がございます。一応総務省としては、いわゆるデ

ジュールスタンダードとデファクトスタンダード、両方やるというのが大方針になって

いる中で、今回の答申はＮＩＣＴとしての戦略ということになっているかと思いますが、

そうなると、デジュールは無視するのかというふうに、ちょっと本文を読み込んでいない

ので分からないですけれども、というのは少し心配な記述かなと思いましたというのが

１点です。これは、国際としか……、グローバルという言葉とかデジュールとかというの

は全然ないので、ここをお聞きしたいことが１点目。 

 それから、２点目は、サイバーセキュリティに関しての、当然、ＮＩＳＣと経済産業省

を含め、多省庁連携の施策というのがサイバーセキュリティ。しかもこれはインターナシ

ョナルなところというのが入ってくるわけで、このあたりに関して、ＮＩＣＴとしてはこ

れをどういうふうに省庁間連携、例えばＮＩＣＴに近いところとしては、ＡＩＳ等は当然

入ってくるわけで、そういうところの連携というのは当然、総合開発会議ではしっかりや

らなければならないということにしてあるわけですが、その記述がないという点ついて

は、質問したい２点目でございます。 

 以上です。 

○高田分科会長  ありがとうございます。それでは、森川主査代理、お願いできますか。 

○森川主査代理   １点目の国際標準化に関しては、これは多分、江﨑委員の御心配には

及ばないかなというのが僕の感覚です。僕も、文言がどうなっているのか、ちょっと把握

できておりませんけれども、多分そこは御心配には及ばないというか、全て入っているん

だろうと思います。 

 それで、２つ目の連携に関しても、報告書の文言は追えていませんけれども、もちろん

やっていただくんだよねというふうに僕は個人的には思っていますということで、事務

局にバトンタッチできますか。 

○松井技術政策課長  御指摘の点ですが、まず、国際標準化と書いているところにつきま

しては、ＩＣＴ全体としてグローバル市場をしっかり見据えているということで、国際標

準化という書き方になっておりますけれども、当然ながらデファクトスタンダード、デジ

ュールスタンダード、全てしっかりとやっていくというところで考えてございます。 

 また、サイバーセキュリティのところも、今回、ＮＩＣＴの役割として、産学官の連結

点となっていく役割を一層果たしていくというところに力を置いておりますけれども、
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サイバーセキュリティのところではＣＹＮＥＸの取組を進めておりますし、これをさら

にしっかりと推進していただくと。そういう中で、政府機関、また関係機関との連携は当

然入ってくるところでございますので、さらにＮＩＣＴとしてもここの役割を、関係する

国研、あるいは関係団体ともしっかり連携していくのをさらに進めていくというところ

は、全く変更ない方針だと考えてございます。 

○江﨑委員  最後のサイバーセキュリティに関しては、やっぱりサイロ化された研究開

発とそのデプロイメントというのが至るところで起こっているわけで、そこはかなり意

識的に書いていくというのは、非常に重要だろうと思います。 

 それから、やはり国際標準というところも、もちろん含んでいるだろうということだと

思いますけど、文章がこれしかないというのは、やっぱり資料はかなり独り歩きしますの

で、可能な限りそれがちゃんと反映される形に、こういうスライドのほうも気にするのが

重要かなと思います。 

○松井技術政策課長  こういった、今後説明していく資料の中でも、そういう点もしっか

りと踏まえさせていただければと思いますので、御指摘ありがとうございます。 

○高田分科会長  ありがとうございます。藤井委員、お願いします。 

○藤井委員   

 ２０ページについて一言コメントをさせていただければと思いますが、ＮＩＣＴの研

究資金配分機関としての機能強化は、基礎から応用までつなぐという形でも非常によい

ことかと思っています。一方で、ＮＩＣＴの研究者と大学であったり企業が組んだときに、

こういう資金が使えないという課題が現状あるのではないかと思っています。ＮＩＣＴ

は優秀な研究者がたくさんいて、一緒に研究や開発をやりたいといったときに、応募でき

なくなってしまったりすることがありますので、このあたりのところをうまく整理いた

だいて、研究の資金配分の機関としての機能と、研究する機能というのをうまく分離した

上で、NICTの研究者が入っても予算を使えるような形にしてもらえると、皆さん、うれし

いのではないかなと思いますので、この点、配慮いただければと思っています。 

 以上でございます。 

○高田分科会長  ありがとうございます。森川主査代理、もしコメントがあればお願いい

たします。 

○森川主査代理  藤井委員、ありがとうございます。これは事務局に答えていただくべき

ものだと思いますけど、その前に僕が思っていることを……。ちょっとこれは主査代理の

枠を超えてしまうかもしれませんが、やはりＣＲＬとＴＡＯが一緒になっているという

のが弊害な感じがしていますので、これは、本当はやっぱり分けるべきかなというふうに

は思っています。事務局からお願いします。 

○松井技術政策課長  御指摘ありがとうございます。ここのところ、やはり基金を立ち上

げてＮＩＣＴで運営していただく中で、先生の御指摘の課題というのも上がってきてお

ります。我々もしっかり認識しております。 
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 その中で、やはり研究開発、それから社会実装に向けては、一気通貫でシームレスに行

っていくというのがこの基金の目的でありますので、当然その初期段階の研究からコン

ソーシアム、あるいは関係企業と組んで、また大学、企業と組んで、大きなプロジェクト

にして社会実装していくということが、ＮＩＣＴの役割が分断されることで途切れない

ようにというところを今、我々としても一番注力をして、ＮＩＣＴとも取り組ませていた

だいているところです。 

 特にこのＢｅｙｏｎｄ５Ｇ基金については、文部科学省のＪＳＴのほうで持たれてい

るＣＲＯＮＯＳ事業との連携、また、その間でのうまく課題設定をＮＩＣＴ側でもしっか

りと見据えていただいて、基礎研究のところから社会実装のところにつないでいただく

役割をさらに果たしていただけるように、密接に連携を取って情報共有しながら、この基

金の運営についても取り組ませていただいているところですけれども、そこもさらにし

っかりと重点を置いて、意思疎通を図りながら、途切れないようにという観点でやってい

きたいと考えてございます。 

○高田分科会長  どうもありがとうございます。 

 御意見、御質問がないようでしたら、定足数も満たしておりますので、本件について、

資料１８７－１－２を「新たな情報通信技術戦略の在り方」に対する第５次中間答申案と

して、次回の情報通信審議会総会に提案することにしたいと思いますが、いかがでしょう

か。御異議がある場合はチャット機能でお申出ください。 

 それでは、特に御異議等ないようですので、この案のとおり提案することといたします。

ありがとうございました。 

 

（２）報告案件 

「端末機器の技術基準等への適合性に係るセキュリティ基準の見直し」の検討開始に

ついて 

【平成１７年１０月３１日付け諮問第２０２０号】 

 

○高田分科会長  それでは、続いて、報告案件に移ります。 

 「端末機器の技術基準等への適合性に係るセキュリティ基準の見直し」の検討開始につ

いて、森川主査代理から御説明をお願いいたします。 

○森川主査代理  それでは、こちらもＩＰネットワーク設備委員会の主査代理として、森

川から相田主査に代わって御報告させていただきます。資料の１８７－２ですけれども、

「端末機器の技術基準等への適合性に係るセキュリティ基準の見直し」の検討開始につ

いてとなります。  

まず、スライドの１を御覧いただけますか。こちらが今回の検討の背景についてとなり

ます。電気通信事業法においては、事業者の回線設備に直接接続されるルーターやスマー

トフォンなどの端末機器に対して、事業者の設備に悪い影響を与えることがないように
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するため、強制規格となる技術基準を設定していることは、皆様御案内のとおりでござい

ます。その端末機器のうち、いわゆるＩｏＴ機器については、これまでにもサイバー攻撃

へ悪用される事案があったことを受け、平成２９年に最低限のセキュリティ対策に関す

る検討を情報通信審議会において行いました。その審議会での検討を踏まえて、技術基準

にセキュリティ対策を盛り込むための改正を、令和２年に実施しているところです。 

 今回ですけれども、セキュリティ対策に係る技術基準の改正から５年が経過したこと、

また、技術基準改正後もサイバー攻撃に悪用されるおそれのあるＩｏＴ機器が検出され

ていること、さらには、経済産業省とＩＰＡにおいて、ＩｏＴ機器に対するセキュリティ

適合性を評価する任意の規格制度の運用が開始されたこと、これらを踏まえ、現在の技術

基準の内容の妥当性を検証し、新たに実効性のある内容を技術基準とすべきかどうかに

ついて、５月の１３日に検討を開始したところです。 

 スライドの２を御覧いただけますか。こちらが今回の検討事項についてのまとめとな

ります。 

 １つ目の検討事項ですけれども、アクセス制御及びＩＤ・パスワードの設定に関する機

能についてです。今の技術基準では、端末機器ごとにユニークなＩＤ・パスワードの設定、

あるいは、利用者にパスワードの変更を促す機能の設定のいずれかを求めています。また、

ガイドラインにおきましては、パスワードについては、容易に推測されないものが設定さ

れることを目的とした技術基準であるということを記しています。こうした中で、技術基

準のセキュリティ対策を講じている端末機器が、悪用されるおそれがある機器として検

知される要因として、ＩＤやパスワードの設定に関することが多く見受けられるため、実

効性のある技術基準としてどういったものが適切なのかについて検討するというのが１

つ目になります。 

 ２つ目の検討事項ですけれども、こちらはインターフェース無効化及びファームウェ

ア更新機能についてとなります。今現在は、不要なインターフェースの無効化については

技術基準としていません。また、ファームウェア更新についても、更新が可能であるとい

ったことだけを求めているのが、今の技術基準になっています。そのため、関連制度で既

に取り組まれているセキュリティ対策を踏まえた内容を、技術基準として規定すべきか

どうかについて検討するとしています。 

 スライドの３を御覧いただけますか。こちらが今後の検討スケジュールです。今月下旬

に、スライド２にまとめた検討事項について、関係者から意見を聴取するヒアリングの実

施を予定しています。その後、ヒアリングの結果等を踏まえて検討を進めることになりま

す。 

 本議題に関する御説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 

○高田分科会長  ありがとうございます。 

 それでは、ただいま御説明いただいた件について、御意見、御質問がございましたら、

チャット機能にてお申出ください。いかがでしょうか。 
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 特段のお申出はないようですが、よろしいですか。 

 それでは、今御報告いただいたように、検討を進めていただくということになります。

御説明ありがとうございました。 

 以上で、本日の議題は終了いたしました。委員の皆様から何かございますか。 

 事務局から何かございますか。 

○片山総合通信管理室長  事務局からは特にございません。 

 

閉  会 

 

○高田分科会長  ありがとうございます。それでは、本日の会議はこれで終了といたしま

す。 

 次回の日程については、事務局から御連絡を差し上げますので、皆様、よろしくお願いい

たします。 

  以上で閉会といたします。ありがとうございました。 


